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235
第２号議案　事業年度の変更の件

新旧対照表中の新欄

附則　第○条の規定にかかわ
らず，令和６年１月１日から始
まる事業年度は，令和６年３月
31日までの１年３か月とする。

附則　第○条の規定にかかわ
らず，令和６年１月１日から始
まる事業年度は，令和７年３月
31日までの１年３か月とする。
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251
前提の知識の解説の後

本文　８行目

「令和６年１月１日から始まる
事業年度は，令和６年３月31
日までの（以下略）

「令和６年１月１日から始まる
事業年度は，令和７年３月31
日までの（以下略）
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